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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支柱に接続部材を介して塀パネルが接続され、前記接続部材は、支柱の前面を覆って取
付けられる支柱取付部材と、前記塀パネルのパネル本体の側端部に取付けられる縦枠材と
、前記支柱取付部材と縦枠材とを回動可能に連結するヒンジ部材とを備え、且つ、前記支
柱取付部材には、前記ヒンジ部材の前面側を覆う被覆部が設けられ、前記被覆部は多角形
状となされて複数の角部が形成されているとともに、前記パネル本体の側端部に取付けら
れたカバー材の先端部が前記支柱取付部材の被覆部の前面側に当接されるようになされた
ことを特徴とする支柱と塀パネルとの接続構造。
【請求項２】
　前記接続部材の縦枠材とヒンジ部材との間には、支柱取付部材の被覆部の先端部が出入
可能となされた空間部が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の支柱と塀パネ
ルとの接続構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、めかくし塀、フェンス等に用いられる支柱と塀パネルとの接続構造
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　一般に、工場や住宅地の敷地境界部や隣地境界部においては、通行人等に対するめかく
しや侵入防止を目的にめかくし塀やフェンス等が設置されている。これらの塀やフェンス
のコーナー部においては、円形の支柱まわりにバンド金具を巻き回して支柱の両側に塀パ
ネルを支持するものや、コーナーの角度に応じて形成した支柱に塀パネルを取付けるもの
、或いは、コーナー部を形成する２個の塀パネルを２個の支柱でそれぞれ支持して、塀パ
ネルの角部を連結部材等で連結したもの等様々な形態が提案されている。
【０００３】
　例えば、支柱の側面に複数個の取付具を上下に適当間隔を置いて付設し、この取付具に
遮塀体支承機を付設し、この遮塀支承機に遮塀体を付設し、この遮塀体を支柱に対し水平
前後回動自在に設け、この回動を可能にする間隙を支柱の側面と遮塀体支承機の背面との
間に介在した塀取付具が開示されている（特許文献１参照。）。
【０００４】
　又、上下位横桟端部に被嵌固定し，基板の側面突出状に突設した支軸及び前後幅方向背
面側に側面突出状に突設した支軸と同心円上の湾曲突条とを具備した隣接フェンスの各フ
ェンス端枠と，背面基板から前方に突出した突出条に両側方張出しの中空部を形成するよ
うに配設し，上記フェンス端枠の前後幅方向前方側面を受止め可能な一対の傾斜受壁，背
面側に突出条とともに上記湾曲突条を摺接案内する一対の湾曲ガイド壁，上記傾斜受壁と
該湾曲ガイド壁間にして傾斜受壁両側端に位置し，上記フェンス端枠の支軸を被嵌保持し
て該支軸と連結する軸受を有する中空連結部を具備し，上記フェンス端枠より下方に延設
したアルミ押出材一体成型の連結支柱とを備えた角度自在のフェンス連結装置が開示され
ている（特許文献２参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開平７－１１６７３号公報
【特許文献１】特開平８－３０３０７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記の塀取付具には以下の点で問題であった。すなわち、支柱と遮蔽体
との間に隙間が生じるため、支柱の前面側で発生する騒音の遮音が通行人へのめかくしの
効果が低下するものであり、又取付具が露出しているので、外観上も好ましくなかった。
又、前記のフェンス連結装置については、フェンス端枠の背面側に湾曲突条を有する点か
ら、中空支柱に対して隣接フェンスを入隅状に配置することは容易であるが、出隅状に配
置すると湾曲突条と中空支柱とが干渉しやすくなり、加えてフェン端枠の支軸と中空支柱
の軸受と嵌合部分が露出するため外観上好ましくなく、この点が問題であった。
【０００７】
　本発明は、前記の如き問題点を解消し、塀パネルの両側に支柱を取付ける際に支柱に対
して塀パネルを入隅にも出隅にも配置可能となされ、且つ支柱の前方側から支柱と塀パネ
ルとの接続箇所が露出しないようになされた支柱と塀パネルとの接続構造を提供せんとす
るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は次のような構成としている。
　すなわちこの発明に係る支柱と塀パネルとの接続構造は、支柱に接続部材を介して塀パ
ネルが接続され、前記接続部材は、支柱の前面を覆って取付けられる支柱取付部材と、前
記塀パネルのパネル本体の側端部に取付けられる縦枠材と、前記支柱取付部材と縦枠材と
を回動可能に連結するヒンジ部材とを備え、且つ、前記支柱取付部材には、前記ヒンジ部
材の前面側を覆う被覆部が設けられ、前記被覆部は多角形状となされて複数の角部が形成
されているとともに、前記パネル本体の側端部に取付けられたカバー材の先端部が前記支
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柱取付部材の被覆部の前面側に当接されるようになされたことを特徴とするものである。
【０００９】
　又本発明に係る支柱と塀パネルとの接続構造において、前記接続部材の縦枠材とヒンジ
部材との間に、支柱取付部材の被覆部の先端部が出入可能となされた空間部を形成した構
成としてもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、前記接続部材は、支柱の前面を覆って取付けられる支柱取付部材と、
前記塀パネルのパネル本体の側端部に取付けられる縦枠材と、前記支柱取付部材と縦枠材
とを回動可能に連結するヒンジ部材とを備えているので、支柱を挟んで配置された塀パネ
ルを出隅状にも入隅状にも配置することができ、加えて、前記支柱取付部材には、前記ヒ
ンジ部材の前面側を覆う被覆部が設けられているので、支柱と塀パネルとの間を隠蔽して
意匠性を高めることができ、更に前記パネル本体の側端部に取付けられたカバー材の先端
部が前記支柱取付部材の被覆部の前面側に当接されるようになされてので、支柱前方側で
発生した騒音を反射して後方側への伝播を遮ることができる。
【００１１】
　又、前記接続部材の縦枠材とヒンジ部材との間に、支柱取付部材の被覆部の先端部が出
入可能となされた空間部を形成した構成とすれば、支柱に対して塀パネルの可動角度をよ
り広く設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る支柱と塀パネルとの接続構造における第１の実施形態を示す正面図
である。
【図２】図１の背面図である。
【図３】図１のＡ－Ａ断面における主要部の縦断面図である。
【図４】図１の塀パネルの拡大斜視図である。
【図５】図３の塀パネルの部分分解斜視図である。
【図６】図１のＢ－Ｂ断面における主要部の横断面図である。
【図７】図６の説明図である。
【図８】図６の分解説明図である。
【図９】図１の変形を示す正面図である。
【図１０】本発明に係る支柱と塀パネルとの接続構造における第２の実施形態を示す主要
部の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照し、具体的に説明する。
【００１４】
　図面において、１は地表に立設された支柱、２は支柱１に接続される塀パネル、３は支
柱１と塀パネルとを接続する接続部材、４は塀パネル２の側端部に取付けられるカバー材
であり、本発明に係る支柱と塀パネルとの接続構造は、支柱１、塀パネル２、接続部材３
、及びカバー材とから主に構成され、塀パネル２は支柱１に対して接続部材３を軸として
回動可能に接続されたものである。
【００１５】
　図１～９は本発明に係る支柱と塀パネルとの接続構造における第１の実施形態の説明図
であり、図１，２はその正面図と背面図である。支柱１は、下部が地中に埋設されて地表
に立設されている。又、支柱１の上部の頂部にはキャップが取付けられ、見栄えをよくす
ると共に、雨水などが支柱１の内部に浸入するのを防止している。支柱１の材質は、塀パ
ネル２が取付けられることを考慮すると金属製のものを用いるのが好ましく、強度的に安
定しておりコストの安い鋼管が好適に用いられるが、鋼管に限られるものではなく、アル
ミニウム合金やステンレス鋼等の他の金属を用いたものでもよい。又、支柱１の形状は、
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本実施形態では、断面矩形状となされているが、接続部材３が取付けられる形状であれば
、断面円形でもよく、多角形状に形成されたものでもよい。
【００１６】
　塀パネル２は、支柱１の側方に接続部材３を介して取付けられるものであり、平板状の
パネル本体２１とパネルの上下に取付けられる上枠２２及び下枠２３とを備えている。
【００１７】
　図３～５は、図１の塀パネル２の説明図であり、図３は図１のＡ－Ａ断面における縦断
面図、図４は塀パネル２の上端部において後方側の拡大斜視図、図５は塀パネル２の上端
部の部分分解説明図であり、パネル本体２１と上枠２２との関係を示すものである。塀パ
ネル２のパネル本体２１の上端部は、上枠２２の長手方向に沿って下方に向けて開口する
溝部２４に挿入固定されている。尚、図示していないが、下枠２３は上枠２２と同様な形
態であり、パネル本体２１の下端部が、下枠２３の長手方向に沿って上方に向けて開口す
る溝部に挿入固定されているものである。そして、図３に示すように、塀パネル２の側端
部は上枠２２の側端部から側方に突出されて固定されている。図示していないが、パネル
本体２１の下方も、下枠２３の側端部から側方に突出されて固定されている。
【００１８】
　パネル本体２１は、本実施形態では、合成樹脂からなるシート状樹脂板の表裏に金属箔
を貼着した積層板であり、金属箔の表面には塗装が施されている。尚、パネル本体２１は
、前記積層板に限られるものではなく、金属板でもよく、或いは透明板材や乳白色の板材
を用いて透光性を付与したものを用いてもよい。
【００１９】
　図３に示すように、上枠２２は、本実施形態では、長手方向延び内部が中空となされた
筒状部２５が設けられると共に、筒状部２５の下端に前記溝部２４が設けられている。そ
して溝部２４は、前側壁２４ａと後側壁２４ｂとを有し、前側壁２４ａの内壁部には後側
壁２４に向けて突出する突状２４ｃが長手方向に沿って形成されている。後側壁２４ｂの
内壁部には長手方向に沿って弾性体２４ｄが取付けられている。この突状２４ｃと弾性体
２４ｄとにパネル本体２１の上端部が圧入されると共に、後側壁２４ｂの外側からパネル
本体２１を貫通して前側壁２４ａに向けて螺入された固定ビスＢ１により、パネル本体２
１の上下及び左右方向の動きを規制するし、そして、パネル本体２１の前面を凸条２４ｃ
に押し当てて、前側壁２４ａによる弾性反発により、より強固にパネル本体２１の上端部
を固定するものである。下枠２３は、上枠２２と同様な形態であるので説明は省略する。
【００２０】
　更に、図４，５に示すように、上枠２２の側端部には端部材２６が取付けられている。
端部材２６は、上枠２２の側端部を隠蔽する外板部２６ａと上枠２２の筒状部２５内に挿
入される内板部２６ｂとを備えている。そして、端部材２６の外側から筒状部２５内に設
けられたビスホール２５ａに向けて螺入される固定ビスＢ２により、端部材２６が上枠２
２に固定され、内板部２６ｂは筒状部２５の後側内壁面に沿って配置されている。
【００２１】
　上枠２２、下枠２３は、本実施形態では、アルミニウム合金の押出型材からなる長尺体
を適宜長さに切断して用いたものである。これにより、内部を中空とすることにより前後
方向の厚さの設計を容易にし、強度を高めることができるので好ましい。尚、上枠２２、
下枠２３の他の実施例としては、合成樹脂の押出成型品や、鋼板やステンレス合金等の金
属板を折り曲げ加工した形態等を挙げることができる。要は、パネル本体２１の上下端部
を強固に支持できる形態であればよい。
【００２２】
　図６は、図１のＢ－Ｂ断面における拡大横断面図であり、支柱１と塀パネル２との接続
構造を示すものである。接続部材３は、図１，２，６に示すように、支柱１の前面に取付
けられる支柱取付部材５と、塀パネル２のパネル本体２１の側端部背面側に配置される縦
枠材６と、支柱取付部材５と縦枠材６とを回動可能に連結するヒンジ部材７とからなる。
そして、ヒンジ部材７を構成する一方の取付部７１が支柱取付部材５の背面に取付けられ
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、他方の取付部７２が縦枠材６に取付けられ、取付部７１，７２が軸棒を介して互いに回
動可能に連結されている。
【００２３】
　支柱取付部材５は、図１に示すように、縦板状で支柱１の前面に取付けられ、支柱１の
前面をほぼ覆うものである。そして、図６に示すように、支柱取付部材５の側端部には、
支柱取付部材５の背面側に取付けられているヒンジ部材７の前面側を覆う被覆部５１が設
けられている。支柱取付部材５の本体と被覆部５１とにより、取付部７１及び軸部の前面
側を覆っている。
【００２４】
　縦枠材６は、図６に示すように、塀パネル２のパネル本体２１の側端部背面側に取付け
られる平板状の前板部６１と、前板部６１の一側端が後方に折曲されると共に前記ヒンジ
部材７の取付部７２が取付けられる側板部６２と、側板部６２の側端が塀パネル２側に折
曲されると共に塀パネル２の上枠２２、下枠２３の背面に取付けられる平板状の後板部６
３とを備えた平面視略コ字状に形成されている。
【００２５】
　ヒンジ部材７は、本実施形態では、図２に示すように、塀パネル２の上枠２２、下枠２
３と同じ高さ位置に配置されて取付けされているが、ヒンジ部材７の取付数は特に限定さ
れるものではなく、図２に示した上下のヒンジ部材７の間に別のヒンジ部材７を設けても
よく、支柱取付部材５とパネル取付板部５とがヒンジ部材７により互いに回動可能でかつ
強固に連結されるものであればよい。
【００２６】
　接続部材３を構成する各部材の材質は、支柱１と塀パネル２とを接続することを考慮す
ると、強度的に安定しておりコストの安い鋼材を適宜加工したものが好適に用いられるが
、例えば、アルミニウム合金やステンレス鋼材等の他の金属材料を用いてもよい。
【００２７】
　カバー材４は、図１，６に示すように、塀パネル２のパネル本体２１の側端部前面に取
付けられ、パネル本体２１、上枠２２、及び下枠２３のそれぞれの側端部前面を覆うもの
である。カバー材４の一方の側端部には上枠２２及び下枠２３の前面に当接される当接板
部４１が設けられている。
【００２８】
　次に、カバー材４と支柱取付部材５の被覆部５１との関係について詳しく説明する。カ
バー材４のもう一方の側端部である支柱側の先端部４２は、図６，７に示すように、接続
部材３の支柱取付部材５の被覆部５１の前面側に当接されている。この当接構造について
更に詳しく説明する。図７は、支柱１に対して塀パネル２を回動させた状態を示すもので
あり、（ａ）は塀パネル２どうしが出隅状に配置された形態、（ｂ）は塀パネル２どうし
が入隅状に配置された形態を示すものである。このように、塀パネル２どうしが入隅状の
配置から逆の出隅状の配置まで変化した際においても、カバー材４の先端部４２は被覆部
５１の外周面に当接されている。これにより塀パネル２と支柱との間を前面側から隠蔽す
ると共に、支柱１の前面側で生じた騒音等を遮ることができる。
【００２９】
　被覆部５１の形態は、本実施形態では、被覆部５１は支柱の前方側に台形状に突出して
形成されている。すなわち、ヒンジ部７の軸と前記台形の上底の左右角部及び上底の左右
の斜辺の先端部の間の距離が略等しくなされている。そして、塀パネル２が図７の（ａ）
に示すように出隅状に配置された時は、カバー材４の先端部４２が支柱取付部材５の被覆
部５１の先端部に当接し、続いて図６に示すように塀パネル２どうしがほぼ一直線状に配
置させる際は、先端部４２が、被覆部５１の台形における前記一方の角部５２を乗り越え
て台形の上底に当接し、さらに、図７の（ｂ）に示すように入隅状に配置された時は、被
覆部５１の台形における前記他方の角部５３を乗り越えて、台形の斜辺部に当接する。従
って、前記角部５２又は角部５３を乗り越えるときに抵抗があるため、その抵抗の有無で
回動角度が概略確認できる。また、角部５２と角部５３との間の上底、或いは上底の左右
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の斜辺部にカバー材４の先端部４２が当接されていれば、先端部４２が不用意に前記角部
５２、５３を乗り越えて移動したり、被覆部５１の先端部を超えて外れたりするような不
具合が起こりにくくなり好ましい。尚、他の実施形態としては、被覆部５１を多角形状と
し、ヒンジ部７の軸と前記多角形状の各角部との間の距離を略等しくしたものを挙げるこ
とができる。要は、塀パネル２の可動範囲において、被覆部５１の前面側にカバー材４の
先端部が当接しているようにする。尚、カバー材４の先端部４２は、被覆部５１をヒンジ
部材７側に押圧するように取付ければ、被覆部５１に対して確実に当接させることができ
るので好ましいが、例えば、カバー材４を塀パネル２のパネル本体２１に取付ける際、カ
バー材４の（図示せず）を左右方向に広幅の横長孔とすれば、カバー材４の先端部４２と
支柱取付部材５の被覆部５１の当接状態を調整することができる。
【００３０】
　更に、縦枠材６とヒンジ部材７の取付部７２との間には、支柱取付部材５の被覆部５１
の先端部５４が出入可能な空間部６４が設けられている。これにより、塀パネル２どうし
を入隅状に配置したときに、塀パネル２を支柱２の前面側に比較的大きく回動させること
ができる。本実施形態では、縦枠材６において、前板部６１と側板部６２との角部が内方
に向けて凹んだ凹み部６５が設けられている。これにより、凹み部６５を設けたことによ
る縦枠材６の強度低下を殆ど伴わずに、被覆部５１の先端部５４が出入りする空間部６４
を容易に形成することができる。
【００３１】
　図８は、図６の部分分解説明図であり、支柱１に対する塀パネル２の接続方法の一形態
を示すものである。先ず（ａ）に示すように、支柱取付部材５の取付孔（図示せず）及び
支柱１の前後の取付孔（図示せず）固定ボルトＢ３を貫通させ、ナットＮ、ワッシャーＷ
、スプリングワッシャーＳを用いて支柱１の前面に支柱取付板部５を締結する。支柱取付
板部５は本実施形態では縦板状であるが、例えば、支柱１が断面円形状であれば、支柱取
付板部５の背面側を支柱１の外周面に沿った凹状に形成してもよい。そして、支柱取付部
材５の取付孔（図示せず）からその背面側に配置されたヒンジ部材７の取付部７１の取付
孔（図示せず）に固定ボルトＢ４を貫通させ、ナットＮ、ワッシャーＷ、スプリングワッ
シャーＳを用いて支柱取付部材５の背面にを取付部７１を取付ける。次に（ｂ）に示すよ
うに、ヒンジ部材７の取付部７２の取付孔（図示せず）から縦枠材６の側板部６２の取付
孔（図示せず）に固定ボルトＢ５を貫通させ、ナットＮ、ワッシャーＷ、スプリングワッ
シャーＳを用いて側板部６２に取付部７２を取付ける。
【００３２】
　続いて、図８の（ｃ）に示すように、縦枠材６の前面板６１の前面に塀パネル２のパネ
ル本体２１の側端部を配置し、は後面板６３の前面に塀パネル２の上枠２２の側端部背面
を配置する。そして、後板部６３の取付孔（図示せず）から上枠２２の側端部背面の取付
孔（図示せず）に固定ボルトＢ６を貫通させる。本実施形態では、上枠２２の側端部に取
付けられた端部材２６の内面板２６ｂには、前記上枠２２の取付孔の位置と同じ位置にバ
ーリング加工された取付孔２６ｃが設けられており、前記固定ボルトＢ６が取付孔２６ｃ
に螺着されてることで、後板部６３に塀パネル２の上枠２２が取付けられる。次に、塀パ
ネル２の前方にカバー材４を配置し、カバー材４の取付孔（図示せず）からパネル本体２
の側端部の取付孔（図示せず）に固定ビスＢ７を挿入し、パネル背面板６の前板部６１に
設けられたバーリング加工された取付孔６１ａに前記固定ビスＢ７を螺着させることによ
り、カバー材４をパネル本体２１の前面に取付ける。
【００３３】
　これらの構造により、パネル本体２１の側端部がカバー材４と前板部６１との間で締結
される。そして、カバー材の当接板部４１とパネル背面部６の後板部６３との間に上枠２
２が固定され、パネル本体２１が側面視弓状の撓みを抑えることができる。
【００３４】
　更に、カバー材４をパネル本体２１に取付けた際、カバー材４の当接板部４１の背面が
上枠２２の前面を押圧するようにすれば、上枠２２、下枠２３に対するパネル本体２１の
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がたつきをより強固に抑えることができる。加えて、本実施形態では、当接板部４１を前
面側に膨出した平面視逆へ字型にすると共に、当接板部４１の先端部が上枠２２、下枠２
３の前面を押圧するようになされているので、カバー材４は、前記パネル本体１の側面視
弓状の撓みをより効果的に抑えることができる。当接板部４１の他の実施形態としては、
平面視弓形等やこれらの側端部先端を内方に折り返した形態等を挙げることができる。
【００３５】
　図９は、図１の変形を示す正面図である。図１においては、塀パネル２が上下に２段配
置されているのに対して、図９においては塀パネル２が上下に３段配置されている点が異
なり、支柱１と塀パネル２との接続構造は同様である。このように、塀パネル２は上下方
向に複数段配置してもよく、或いは１段のみでもよい。
【００３６】
　図１０は、本発明の支柱と塀パネルとの接続構造において第２の実施形態を示す主要部
の横断面図であり、図６に対応するものである。本実施形態は、図６と比べて、支柱取付
部材５とヒンジ部材７との関係が異なるものであり、他の構造は同様である。すなわち、
ヒンジ部材７の取付部７１は、支柱取付部材５とは接合されずに支柱１の側面に向けて延
設されると共に、その端部が支柱１の側面に沿って後方に向けて折曲され、さらにその先
端部が支柱１の背面に沿って折曲されたものであり、該取付部７１と支柱とが固定ビスに
より接合されたものである。従って、支柱取付部材５は支柱１を介してヒンジ部材７の取
付部７１に接続されている。
【符号の説明】
【００３７】
１　　支柱
２　　塀パネル
２１　パネル本体
２２　上枠
２３　下枠
３　　接続部材
４　　カバー材
４２　先端部
５　　支柱取付部材
５１　被覆部
５４　先端部
６　　縦枠材
６４　空間部
７　　ヒンジ部材
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